
「部活動の在り方に関する方針」

徳島県立城西高等学校
１ 本方針策定の趣旨等
学校部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある同好の生徒が自主的・自発的に参
加し、各部活動の責任者(以下「運動部顧問」という。)の指導の下、学校教育の一環として
行われ、教師の献身的な支えにより、スポーツ・文化芸術振興を担ってきた。
また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生徒同士や生徒と
教師等との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、連帯感
の涵養に資するなど、学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場として、教育
的意義を有してきた。そして、生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するためには、
学校と地域との連携・協働により、学校部活動の在り方に関し、生徒や保護者の負担に十分
配慮しつつ、持続可能な活動環境を整備する必要がある。
本方針は、高等学校段階において、中学校教育の基礎の上に多様な教育が行われている点
に留意しながら実施する。

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組
（１）校長及び部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、学校部活動の実施に当たって
は、生徒の心身の健康管理（スポーツ障害・外傷の予防や文化部活動中の障害・外傷の
予防、バランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防止（活動場所における施
設・設備の点検や活動における安全対策等）を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。

（２）運動部活動の部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、スポーツ医・科学の見地
からは、トレーニング効果を得るために休養等を適切に取ることが必要であること、ま
た、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動能力の向上
につながらないこと等を正しく理解し、分野の特性等を踏まえた効率的・効果的なトレ
ーニングの積極的な導入等により、休養等を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる
指導を行う。

（３）文化部活動の部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、生徒のバランスのとれた
健全な成長の確保から休養等を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習が
生徒の心身に負担を与え、文化部活動以外の様々な活動に参加する機会を奪うこと等
を正しく理解し、分野の特性等を踏まえた効率的・効果的な練習・活動の積極的な導入
等により、休養等を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。

（４）部活動顧問、部活動指導員及び外部指導者は、生徒の運動・文化芸術等の能力向上や、
生涯を通じてスポーツ・文化芸術等に親しむ基礎を培うとともに、生徒がバーンアウト
することなく、技能の向上や大会等での好成績等それぞれの目標を達成できるよう、生
徒とコミュニケーションを十分に図った上で指導を行う。その際、専門的知識を有する



保健体育担当の教師や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子の成長期におけ
る体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。

３ 適切な休養日等の設定
（１）休養日の設定

休養日については、生徒が十分な休養をとることができるように週あたり１日以上
の休養日を設ける。また、定期考査前後の一定期間や長期休業等を有効に活用し、休養
日を適宜確保できるよう工夫をする。

（２）活動時間の設定
１日の活動時間は、準備時間やウォーミングアップ等の時間を除き、平日は２時間程
度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合
理的でかつ効率的・効果的な活動を行う工夫をする。

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備
（１）学校の指導体制等に応じて、性別や障害の有無を問わず、技能等の向上や大会等で好
成績を収めること以外にも、気軽に友達と楽しめる、適度な頻度で行える等多様なニー
ズに応じた活動を行うことができる環境を整備する。

（２）学校部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることを踏まえ、
生徒の意思に反して強制的に加入させることがないようにするとともに、その活動日
数や活動時間を見直し、生徒が希望すれば、様々な活動を同時に経験できるよう配慮す
る。

５ 学校部活動の地域連携
（１）学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ・文化芸術団体との連携や民間事業者の
活用等により、保護者の理解と協力を得て、学校と地域が協働・融合した形での地域に
おけるスポーツ・文化芸術の環境整備を進める。

（２）地域の実態に応じ、学校種を越え、高等学校、大学及び特別支援学校等との合同練習
を実施するなどにより連携を深め、生徒同士の切磋琢磨や多様な交流の機会を設ける。


